
長野県喀痰吸引等研修実施要綱 新旧対照表 

 

新 旧 

長野県喀痰吸引等研修実施要綱 

 

平成 24 年５月 28 日 24 健長介第 151 号、24 障第 160号 

一部改正 平成 25 年２月５日 24 健長介第 581 号、24 障第 530 号 

一部改正 平成 26 年６月 12 日 26 介第 225 号、26 障第 195 号 

一部改正 平成 29 年４月 28 日 29 介第 85 号、29 障第 125 号 

一部改正 平成 30 年４月１日 29 地福第 792 号、29介第 616 号、29 障第 801 号 

一部改正 平成 31 年４月１日 30 地福第 872 号、30介第 593 号、30 障第 800 号 

一部改正 令和元年９月１日元地福第 409 号、元介第 279 号、元障第 391 号 

一部改正 令和３年２月 19 日２介第 690 号、２障第 752 号 

一部改正 令和４年４月１日４介第 290 号、４障第 289 号 

一部改正 令和５年 4 月１日４介第 290 号、４障第 1190 号 

一部改正 令和６年４月１日６介第 59 号、６障第 73 号 

一部改正 令和８年３月 27 日７介第 1222 号、７障第 1097 号 

一部改正 令和８年６月 29 日８介第 318 号、８障第 299 号 

 

第１～第４ （略） 

 

第５ 研修事務の内容 

研修実施機関は、次の研修事務を行うものとする。 

１～２ （略） 

 

３ 研修実施状況の管理 

(1) （略） 

(2) 研修修了の審査については、次のア又はイに基づく審査を実施

し、全課程の修了を認めた者に対して、「喀痰吸引等研修（第一号

研修、第二号研修）修了証明書」（様式１号）又は「喀痰吸引等研修

長野県喀痰吸引等研修実施要綱 

 

平成 24 年５月 28 日 24 健長介第 151 号、24 障第 160号 

一部改正 平成 25 年２月５日 24 健長介第 581 号、24 障第 530 号 

一部改正 平成 26 年６月 12 日 26 介第 225 号、26 障第 195 号 

一部改正 平成 29 年４月 28 日 29 介第 85 号、29 障第 125 号 

一部改正 平成 30 年４月１日 29 地福第 792 号、29介第 616 号、29 障第 801 号 

一部改正 平成 31 年４月１日 30 地福第 872 号、30介第 593 号、30 障第 800 号 

一部改正 令和元年９月１日元地福第 409 号、元介第 279 号、元障第 391 号 

一部改正 令和３年２月 19 日２介第 690 号、２障第 752 号 

一部改正 令和４年４月１日４介第 290 号、４障第 289 号 

一部改正 令和５年 4 月１日４介第 290 号、４障第 1190 号 

一部改正 令和６年４月１日６介第 59 号、６障第 73 号 

一部改正 令和７年３月 27 日７介第 1222 号、７障第 1097 号 

 

 

第１～第４ （略） 

 

第５ 研修事務の内容 

研修実施機関は、次の研修事務を行うものとする。 

１～２ （略） 

 

３ 研修実施状況の管理 

(1) （略） 

(2) 研修修了の審査については、次のア又はイに基づく審査を実施

し、全課程の修了を認めた者に対して、「喀痰吸引等研修（第一号

研修、第二号研修）修了証明書」（様式１号又は様式２号）又は「喀



（第三号研修）修了証明書」（様式２号）を登録研修機関が交付す

る。 

   ア （略） 

イ （略） 

(3) （略） 

 

４～７ （略） 

 

附 則 

 （略） 

この要綱は、令和８年７月１日から適用する。 

痰吸引等研修（第三号研修）修了証明書」（様式３号又は様式４号）

を県又は登録研修機関が交付する。 

   ア （略） 

イ （略） 

(3) （略） 

 

４～７ （略） 

 

附 則 

 （略） 

 



修了証明書様式（様式第１号） 新旧対照表 
 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

（様式１号） 

 

第 号 

 

 

修 了 証 明 書 
 

 

氏  名 

生年月日 （年号） 年 月 日 

 

 

あなたは、長野県が開催した   年度喀痰吸引等研修（省令別表

（第一号研修・第二号研修））の全課程を修了したことを証します。 

 

 

  実地研修を修了した行為： 

   口腔内の喀痰吸引 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   鼻腔内の喀痰吸引 

鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   気管カニューレ内部の喀痰吸引 

気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   胃ろう又は腸ろうの経管栄養 

   経鼻経管栄養 

 

 

 年 月 日 

 

 

長野県知事 ○○ ○○  印



修了証明書様式（様式第２号） 新旧対照表 

新 旧 

  

（様式１号） 

 

第 号 

 

 

修 了 証 明 書 
 

 

氏  名 

生年月日 （年号） 年 月 日 

 

 

あなたは、（登録研修機関名）が開催した   年度喀痰吸引等研

修（省令別表（第一号研修・第二号研修））の全課程を修了したこと

を証します。 

 

 

  実地研修を修了した行為： 

   口腔内の喀痰吸引 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   鼻腔内の喀痰吸引 

鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   気管カニューレ内部の喀痰吸引 

気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下のみ） 

   経鼻経管栄養 

 

 

 

 年 月 日 

 

（登録研修機関設置者名） 

（代表者職名）（代表者氏名）印 
 

（様式２号） 

 

第 号 

 

 

修 了 証 明 書 
 

 

氏  名 

生年月日 （年号） 年 月 日 

 

 

あなたは、（登録研修機関名）が開催した   年度喀痰吸引等研

修（省令別表（第一号研修・第二号研修））の全課程を修了したこと

を証します。 

 

 

  実地研修を修了した行為： 

   口腔内の喀痰吸引 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   鼻腔内の喀痰吸引 

鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   気管カニューレ内部の喀痰吸引 

気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   胃ろう又は腸ろうの経管栄養 

   経鼻経管栄養 

 

 

 

 

 年 月 日 

 

（登録研修機関設置者名） 

（代表者職名）（代表者氏名）印 
 



修了証明書様式（様式第３号） 新旧対照表 

新 旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

（様式３号） 

 

第 号 

 

 

修 了 証 明 書 
 

 

氏  名 

生年月日 （年号） 年 月 日 

 

 

あなたは、長野県が開催した  年度喀痰吸引等研修（省令別表第

三号研修）の全課程を修了したことを証します。 

 

 

  実地研修を修了した行為： 

   口腔内の喀痰吸引 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   鼻腔内の喀痰吸引 

鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   気管カニューレ内部の喀痰吸引 

気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   胃ろう又は腸ろうの経管栄養（滴下） 

   胃ろう又は腸ろうの経管栄養（半固形） 

経鼻経管栄養 

 

  対象者氏名： 

   ○○○○ 

 

 年 月 日 

 

長野県知事 ○○ ○○  印



修了証明書様式（様式第４号） 新旧対照表 

新 旧 

  

（様式２号） 

 

 

第 号 

 

 

修 了 証 明 書 
 

 

氏  名 

生年月日 （年号） 年 月 日 

 

 

あなたは、（登録研修機関名）が開催した   年度喀痰吸引等 

研修（省令別表第三号研修）の全課程を修了したことを証します。 

 

  実地研修を修了した行為： 

   口腔内の喀痰吸引 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   鼻腔内の喀痰吸引 

鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   気管カニューレ内部の喀痰吸引 

気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養 

   胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下のみ） 

   胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤のみ） 

経鼻経管栄養 

 

  対象者氏名： 

   ○○○○ 

 

 

 年 月 日 

 

（登録研修機関設置者名） 

（代表者職名）（代表者氏名）印

（様式４号） 

 

 

第 号 

 

 

修 了 証 明 書 
 

 

氏  名 

生年月日 （年号） 年 月 日 

 

 

あなたは、（登録研修機関名）が開催した   年度喀痰吸引等 

研修（省令別表第三号研修）の全課程を修了したことを証します。 

 

  実地研修を修了した行為： 

   口腔内の喀痰吸引 

口腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   鼻腔内の喀痰吸引 

鼻腔内の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   気管カニューレ内部の喀痰吸引 

気管カニューレ内部の喀痰吸引（人工呼吸器装着者） 

   胃ろう又は腸ろうの経管栄養（滴下） 

   胃ろう又は腸ろうの経管栄養（半固形） 

経鼻経管栄養 

 

  対象者氏名： 

   ○○○○ 

 

 

 年 月 日 

 

（登録研修機関設置者名） 

（代表者職名）（代表者氏名）印 



喀痰吸引等研修 研修受講者管理簿（別紙２－１） 新旧対照表 

新 旧 

  

（
別

紙
２

-
１

）

喀
痰
吸
引
等
研
修
 研

修
受
講
者
管
理
簿
（
  　

　
年
度
　
第
　
　
回
）

受
講

番
号

氏
名

郵
便

番
号

住
所

研
修

課
程

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

筆
記

試
験

演
習

※
１

　
「

受
講

番
号

」
の

欄
は

各
事

業
者

に
お

け
る

任
意

の
番

号
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
※

２
　

姓
と

名
の

間
は

、
一

文
字

空
け

て
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

※
３

　
郵

便
番

号
は

、
半

角
で

「
‐

（
ﾊ
ｲ
ﾌ
ﾝ
）

」
な

し
で

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
※

４
　

住
所

（
受

講
者

の
現

住
所

地
）

は
、

都
道

府
県

名
か

ら
記

載
し

、
数

字
は

半
角

で
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

※
５

　
「

研
修

課
程

」
に

は
、

当
該

者
が

修
了

し
た

第
一

号
研

修
、

第
二

号
研

修
、

第
三

号
研

修
の

い
ず

れ
か

の
研

修
課

程
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
※

６
　

「
研

修
課

程
」

に
お

い
て

「
第

三
号

研
修

」
を

選
択

し
た

場
合

は
、

「
対

象
者

氏
名

（
特

定
の

者
）

」
に

対
象

者
の

氏
名

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

※
７

　
「

実
施

行
為

種
別

」
に

は
実

地
し

た
特

定
行

為
の

種
別

を
以

下
か

ら
選

択
し

、
○

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
①

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

　
②

口
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
③

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

　
④

鼻
腔

内
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
⑤

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

　
⑥

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
⑦

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
　

⑧
胃

ろ
う

又
は

腸
ろ

う
に

よ
る

経
管

栄
養

（
滴

下
の

み
）

　
⑨

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
（

半
固

形
栄

養
剤

の
み

）
　

⑩
経

鼻
経

管
栄

養

実
施

行
為

種
別

　
　

※
７

生
年

月
日

受
講

開
始

年
月

日
実

地
研

修
対

象
者

氏
名

（
特

定
の

者
）

 
※

６

基
本

研
修

免
除

科
目

（
別

紙
２

-
１

）

喀
痰
吸
引
等
研
修
 研

修
受
講
者
管
理
簿
（
  　

　
年
度
　
第
　
　
回
）

受
講

番
号

氏
名

郵
便
番
号

住
所

研
修
課

程

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

筆
記

試
験

演
習

※
１
　

「
受

講
番

号
」
の

欄
は

各
事
業

者
に

お
け

る
任
意

の
番
号
を

記
載

し
て
く

だ
さ
い
。

※
２
　

姓
と

名
の

間
は
、

一
文

字
空
け

て
記

載
し

て
く
だ

さ
い
。

※
３

　
郵
便

番
号

は
、
半

角
で

「
‐
（

ﾊｲﾌﾝ）
」

な
し

で
記

載
し
て
く

だ
さ
い

。
※
４

　
住
所

（
受

講
者

の
現
住

所
地

）
は
、

都
道

府
県
名

か
ら
記
載

し
、

数
字
は
半

角
で

記
載
し

て
く

だ
さ
い

。
※
５

　
「
研

修
課

程
」

に
は
、

当
該

者
が
修

了
し

た
第
一

号
研
修
、

第
二

号
研
修
、

第
三

号
研
修

の
い

ず
れ
か

の
研

修
課
程

を
記

載
し
て

く
だ

さ
い
。

※
６

　
「
研

修
課

程
」

に
お
い

て
「

第
三

号
研
修

」
を
選
択

し
た
場
合

は
、

「
対
象

者
氏

名
（
特

定
の

者
）
」

に
対

象
者
の

氏
名

を
記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

※
７

　
「

実
施
行

為
種

別
」
に

は
実

地
し

た
特
定

行
為
の
種

別
を
以
下

か
ら

選
択
し

、
○

を
記
載

し
て

く
だ
さ

い
。

　
　

①
口
腔

内
の

喀
痰
吸
引

　
②
口

腔
内
の

喀
痰

吸
引

（
人
工
呼

吸
器

装
着
者
）

　
③
鼻
腔

内
の

喀
痰
吸

引
　

④
鼻
腔

内
の
喀
痰

吸
引

（
人
工

呼
吸

器
装
着

者
）

　
⑤
気

管
カ

ニ
ュ
ー

レ
内

部
の
喀

痰
吸

引
　
　

⑥
気

管
カ
ニ

ュ
ー
レ
内

部
の
喀

痰
吸
引

（
人

工
呼

吸
器
装
着

者
）

　
⑦
胃
ろ

う
又
は
腸

ろ
う

に
よ
る

経
管

栄
養
　

⑧
経

鼻
経
管
栄

養

実
施

行
為
種

別
　

　
※

７

生
年

月
日

受
講

開
始
年

月
日

実
地

研
修

対
象
者
氏

名
（

特
定
の

者
）

 
※

６

基
本

研
修

免
除

科
目



喀痰吸引等研修 研修修了者管理簿（別紙２－２） 新旧対照表 

新 旧 

 

 

（
別

紙
２

-
２

）

喀
痰
吸
引
等
研
修
 研

修
修
了
者
管
理
簿
（
　
　
  年

度
　
第
　
　
回
）

修
了
証
番
号

氏
名

郵
便
番
号

住
所

研
修
課
程

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

⑨
⑩

記
載
例

長
野
　
花
子

昭
和
3
3
年
3
月
3
日

3
8
0
8
5
7
0

長
野
県
長
野
市
南
長
野
字
幅
下
6
2
8
番
地
1

2
0
1
3
年
8
月
1
日

第
二
号
研
修

松
本
　
太
郎

○
○

○
2
0
1
4
年
1
0
月
3
1
日

※
１
　
「
修
了
証
番
号
」
の
欄
は
各
事
業
者
に
お
け
る
任
意
の
番
号
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
２
　
姓
と
名
の
間
は
、
一
文
字
空
け
て
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
３
　
郵
便
番
号
は
、
半
角
で
「
‐
（
ﾊ
ｲ
ﾌ
ﾝ
）
」
な
し
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
４
　
住
所
（
受
講
者
の
現
住
所
地
）
は
、
都
道
府
県
名
か
ら
記
載
し
、
数
字
は
半
角
で
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
５
　
「
研
修
課
程
」
に
は
、
当
該
者
が
修
了
し
た
第
一
号
研
修
、
第
二
号
研
修
、
第
三
号
研
修
の
い
ず
れ
か
の
研
修
課
程
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
６
　
「
研
修
課
程
」
に
お
い
て
「
第
三
号
研
修
」
を
選
択
し
た
場
合
は
、
「
対
象
者
氏
名
（
特
定
の
者
）
」
に
対
象
者
の
氏
名
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
７
　
「
実
施
行
為
種
別
」
に
は
実
地
し
た
特
定
行
為
の
種
別
を
以
下
か
ら
選
択
し
、
○
を
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

　
①
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引
　
②
口
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
）
　
③
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引
　
④
鼻
腔
内
の
喀
痰
吸
引
（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
）
　
⑤
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
内
部
の
喀
痰
吸
引
　
⑥
気
管
カ
ニ
ュ
ー
レ
内
部
の
喀
痰
吸
引
（
人
工
呼
吸
器
装
着
者
）

　
⑦
胃
ろ
う
又
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
　

⑧
胃
ろ
う
又
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
（
滴
下
の
み
）
　
⑨
胃
ろ
う
又
は
腸
ろ
う
に
よ
る
経
管
栄
養
（
半
固
形
栄
養
剤
の
み
）
　
⑩

経
鼻
経
管
栄
養

実
施
行
為
種
別

　
　

※
７

生
年
月
日

受
講
開
始
年
月
日

研
修
修
了
年
月
日

対
象
者
氏
名

（
特
定
の
者
）

 
※

６

（
別

紙
２

-
２

）

喀
痰
吸
引
等
研
修
 研

修
修
了
者
管
理
簿
（
　
　
  年

度
　
第
　
　
回
）

修
了

証
番

号
氏

名
郵

便
番

号
住

所
研

修
課

程

※
１

※
２

※
３

※
４

※
５

①
②

③
④

⑤
⑥

⑦
⑧

記
載
例

長
野
　
花
子

昭
和
3
3
年
3
月
3
日

3
8
0
8
5
7
0

長
野
県
長
野
市
南
長
野
字
幅
下
6
2
8
番
地
1

2
0
1
3
年
8
月
1
日

第
二
号
研
修

松
本
　
太
郎

○
○

○
2
0
1
4
年
1
0
月
3
1
日

※
１

　
「

修
了

証
番

号
」

の
欄

は
各

事
業

者
に

お
け

る
任

意
の

番
号

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

※
２

　
姓

と
名

の
間

は
、

一
文

字
空

け
て

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
※

３
　

郵
便

番
号

は
、

半
角

で
「

‐
（

ﾊ
ｲ
ﾌ
ﾝ
）

」
な

し
で

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
※

４
　

住
所

（
受

講
者

の
現

住
所

地
）

は
、

都
道

府
県

名
か

ら
記

載
し

、
数

字
は

半
角

で
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

※
５

　
「

研
修

課
程

」
に

は
、

当
該

者
が

修
了

し
た

第
一

号
研

修
、

第
二

号
研

修
、

第
三

号
研

修
の

い
ず

れ
か

の
研

修
課

程
を

記
載

し
て

く
だ

さ
い

。
※

６
　

「
研

修
課

程
」

に
お

い
て

「
第

三
号

研
修

」
を

選
択

し
た

場
合

は
、

「
対

象
者

氏
名

（
特

定
の

者
）

」
に

対
象

者
の

氏
名

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

※
７

　
「

実
施

行
為

種
別

」
に

は
実

地
し

た
特

定
行

為
の

種
別

を
以

下
か

ら
選

択
し

、
○

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

　
　

①
口

腔
内

の
喀

痰
吸

引
　

②
口

腔
内

の
喀

痰
吸

引
（

人
工

呼
吸

器
装

着
者

）
　

③
鼻

腔
内

の
喀

痰
吸

引
　

④
鼻

腔
内

の
喀

痰
吸

引
（

人
工

呼
吸

器
装

着
者

）
　

⑤
気

管
カ

ニ
ュ

ー
レ

内
部

の
喀

痰
吸

引
　

　
⑥

気
管

カ
ニ

ュ
ー

レ
内

部
の

喀
痰

吸
引

（
人

工
呼

吸
器

装
着

者
）

　
⑦

胃
ろ

う
又

は
腸

ろ
う

に
よ

る
経

管
栄

養
　

⑧
経

鼻
経

管
栄

養

実
施

行
為

種
別

　
　

※
７

生
年

月
日

受
講

開
始

年
月

日
研

修
修

了
年

月
日

対
象

者
氏

名
（

特
定

の
者

）
 
※

６



第一号研修及び第二号研修基本研修（演習）及び実地研修評価基準・評価票（別添資料１） 新旧対照表 

新 旧 

  

（別添資料１） 

 

第一号研修及び第二号研修基本研修（演習） 

及び実地研修評価基準・評価票 

 

１ 評価判定基準 

（１）基本研修（演習）評価判定基準 

基本研修（演習）を行った省令上の各行為、受講者毎、かつ、各評価項目について、以下の

アからウの３段階で演習指導講師が評価すること。 

 

ア 評価項目について手順どおりに実施できている。 

イ 評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

ウ 評価項目を抜かした。（手順どおりに実施できなかった。） 

 

（２）実地研修評価判定基準 

実地研修を行った省令上の各行為ごと、受講者毎、かつ、各評価項目について以下のアから

ウの３段階で実地研修指導講師が評価すること。 

 

ア １人で実施できる。 

評価項目について手順どおりに実施できている。 

イ １人で実施できる。 

評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

実施後に指導した。 

ウ １人で実施できる。 

評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

その場では見過ごせないレベルであり、その場で指導した。 

エ １人での実施を任せられるレベルにはない。 

 

 

２ 基本研修（演習）及び実地研修評価票 

基本研修（演習）及び実地研修類型区分 評価票 

喀痰吸引 口腔内吸引（通常手順） 評価票① 

喀痰吸引 鼻腔内吸引（通常手順） 評価票② 

喀痰吸引 口腔内吸引 (人工呼吸器装着者・非侵襲的人工呼吸療法の者

を含む） 

評価票③ 

喀痰吸引 鼻腔内吸引(人工呼吸器装着者・非侵襲的人工呼吸療法の者を

含む） 

評価票④ 

喀痰吸引 気管カニューレ内部の吸引(通常手順） 評価票⑤ 

喀痰吸引 気管カニューレ内部の吸引(人工呼吸器装着者・侵襲的人工呼

吸療法） 

評価票⑥ 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 評価票⑦ 

経鼻経管栄養 評価票⑧ 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤） 評価票⑨ 

（別添資料１） 

 

第一号研修及び第二号研修基本研修（演習） 

及び実地研修評価基準・評価票 

 

１ 評価判定基準 

（１）基本研修（演習）評価判定基準 

基本研修（演習）を行った省令上の各行為、受講者毎、かつ、各評価項目について、以下の

アからウの３段階で演習指導講師が評価すること。 

 

ア 評価項目について手順どおりに実施できている。 

イ 評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

ウ 評価項目を抜かした。（手順どおりに実施できなかった。） 

 

（２）実地研修評価判定基準 

実地研修を行った省令上の各行為ごと、受講者毎、かつ、各評価項目について以下のアから

ウの３段階で実地研修指導講師が評価すること。 

 

ア １人で実施できる。 

評価項目について手順どおりに実施できている。 

イ １人で実施できる。 

評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

実施後に指導した。 

ウ １人で実施できる。 

評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

その場では見過ごせないレベルであり、その場で指導した。 

エ １人での実施を任せられるレベルにはない。 

 

 

２ 基本研修（演習）及び実地研修評価票 

基本研修（演習）及び実地研修類型区分 評価票 

喀痰吸引 口腔内吸引（通常手順） 評価票① 

喀痰吸引 鼻腔内吸引（通常手順） 評価票② 

喀痰吸引 口腔内吸引 (人工呼吸器装着者・非侵襲的人工呼吸療法の者

を含む） 

評価票③ 

喀痰吸引 鼻腔内吸引(人工呼吸器装着者・非侵襲的人工呼吸療法の者を

含む） 

評価票④ 

喀痰吸引 気管カニューレ内部の吸引(通常手順） 評価票⑤ 

喀痰吸引 気管カニューレ内部の吸引(人工呼吸器装着者・侵襲的人工呼

吸療法） 

評価票⑥ 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 評価票⑦ 

経鼻経管栄養 評価票⑧ 

 



第三号研修基本研修（現場演習）及び実地研修評価基準・評価票（別添資料２） 新旧対照表 

新 旧 

  

（別添資料２） 

 

第三号研修基本研修（現場演習）及び実地研修評価基準・評価票 

 

 

１ 評価判定基準 

（１）基本研修（現場演習）評価判定基準 

基本研修（現場演習）を行った省令上の各行為、受講者毎、かつ、各評価項目について、

以下のアからウの３段階で演習指導講師が評価すること。 

ア 評価項目について手順どおりに実施できている。 

イ 評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

ウ 評価項目を抜かした。（手順どおりに実施できなかった。） 

 

（２）実地研修評価判定基準 

実地研修を行った省令上の各行為ごと、受講者毎、各評価項目について以下のアからウの

３段階で実地研修指導講師が評価すること。 

ア １人で実施できる。 

評価項目について手順どおりに実施できている。 

イ １人で実施できる。 

評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

実施後に指導した。 

ウ １人で実施できる。 

評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

その場では見過ごせないレベルであり、その場で指導した。 

エ １人での実施を任せられるレベルにはない。 

 

 

２ 基本研修（現場演習）及び実地研修評価票 

基本研修（現場演習）及び実地研修類型区分 評価票 

喀痰吸引 口腔内吸引（通常手順） 評価票① 

喀痰吸引 鼻腔内吸引（通常手順） 評価票② 

喀痰吸引 口腔内吸引 (人工呼吸器装着者・非侵襲的人工呼吸療法） 評価票③ 

喀痰吸引 鼻腔内吸引(人工呼吸器装着者・非侵襲的人工呼吸療法） 評価票④ 

喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引(通常手順） 評価票⑤ 

喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引(人工呼吸器装着者・侵襲的人工呼吸

療法） 

評価票⑥ 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 評価票⑦ 

経鼻経管栄養 評価票⑧ 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤） 評価票⑨ 

 

（別添資料２） 

 

第三号研修基本研修（現場演習）及び実地研修評価基準・評価票 

 

 

１ 評価判定基準 

（１）基本研修（現場演習）評価判定基準 

基本研修（現場演習）を行った省令上の各行為、受講者毎、かつ、各評価項目について、

以下のアからウの３段階で演習指導講師が評価すること。 

ア 評価項目について手順どおりに実施できている。 

イ 評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

ウ 評価項目を抜かした。（手順どおりに実施できなかった。） 

 

（２）実地研修評価判定基準 

実地研修を行った省令上の各行為ごと、受講者毎、各評価項目について以下のアからウの

３段階で実地研修指導講師が評価すること。 

ア １人で実施できる。 

評価項目について手順どおりに実施できている。 

イ １人で実施できる。 

評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

実施後に指導した。 

ウ １人で実施できる。 

評価項目について手順を抜かしたり、間違えたりした。 

その場では見過ごせないレベルであり、その場で指導した。 

エ １人での実施を任せられるレベルにはない。 

 

 

２ 基本研修（現場演習）及び実地研修評価票 

基本研修（現場演習）及び実地研修類型区分 評価票 

喀痰吸引 口腔内吸引（通常手順） 評価票① 

喀痰吸引 鼻腔内吸引（通常手順） 評価票② 

喀痰吸引 口腔内吸引 (人工呼吸器装着者・非侵襲的人工呼吸療法） 評価票③ 

喀痰吸引 鼻腔内吸引(人工呼吸器装着者・非侵襲的人工呼吸療法） 評価票④ 

喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引(通常手順） 評価票⑤ 

喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引(人工呼吸器装着者・侵襲的人工呼吸

療法） 

評価票⑥ 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 評価票⑦ 

経鼻経管栄養 評価票⑧ 

胃ろうによる経管栄養（半固形） 評価票⑨ 

 



基本研修（演習／現場演習）及び実地研修に係る評価票 新旧対照表 

 

新 旧 

評価項目：喀痰吸引 口腔内吸引（通常手順） 

評価項目：喀痰吸引 鼻腔内吸引（通常手順） 

評価項目：喀痰吸引 口腔内吸引（人工呼吸器装着者：非侵襲的人工呼吸療法の者を含

む） 

評価項目：喀痰吸引 鼻腔内吸引（人工呼吸器装着者：非侵襲的人工呼吸療法の者を含

む） 

評価項目：喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引（通常手順） 

評価項目：喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引（人工呼吸器装着者：侵襲的人工呼吸療

法） 

評価項目：胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 

評価項目：経鼻経管栄養 

評価項目：胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤） 

 

 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
３
（
準
備
） 

 

（略） （略） 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
実
施
） 

 

（略） （略） 

 

 

評価項目：喀痰吸引 口腔内（通常手順） 

評価項目：喀痰吸引 鼻腔内吸引（通常手順） 

評価項目：喀痰吸引 口腔内吸引（人工呼吸器装着者：非侵襲的人工呼吸療法の者を含

む） 

評価項目：喀痰吸引 鼻腔内吸引（人工呼吸器装着者：非侵襲的人工呼吸療法の者を含

む） 

評価項目：喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引（通常手順） 

評価項目：喀痰吸引 気管カニューレ内部吸引（人工呼吸器装着者：侵襲的人工呼吸療

法） 

評価項目：胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 

評価項目：経鼻経管栄養 

評価項目：胃ろうによる経管栄養（半固形） 

 

 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
準
備
） 

 

（略） （略） 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
５
（
実
施
） 

 

（略） （略） 

 

 



 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
５
（
報
告
） 

  

（略） （略） 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
６
（
片
付
け
） 

  

（略） （略） 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
７
（
記
録
） 

  

（略） （略） 

 

 

評価項目：胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 

 

※ 実地研修評価判定 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下及び半固形栄養剤）の実地研修における「滴

下」の実施回数は「10 回」以上、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下のみ）の実地

研修の実施回数は「20 回」以上とし、次の（ａ）及び（ｂ）の条件を満たした場合に、

実地研修の修了を認める。 

（ａ）当該実地研修の実施において、最終的な累積成功率が 70％以上であること。 

 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
６
（
報
告
） 

  

（略） （略） 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
７
（
片
付
け
） 

  

（略） （略） 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
８
（
記
録
） 

  

（略） （略） 

 

 

評価項目：胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 



（ｂ）当該実地研修の最終３回の実施において不成功が１回もないこと。 

なお、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下及び半固形栄養剤）の実地研修において

は、滴下及び半固形栄養剤のそれぞれについて評価判定を行い、各々が（a）及び（b）

の条件を満たした場合に、実地研修の修了を認める。 

※ 半固形栄養剤の対象者に対し、白湯を用いて滴下の実地研修を実施することも可能

とする。 

 

（略） 

実施

手順 
評価項目 

（削除） 

（略） 

 

 

評価項目：胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤） 

 

※ 実地研修評価判定 

胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下及び半固形栄養剤）の実地研修における「半固

形栄養剤」の実施回数は「滴下以下適当数」以上とし、次の（ａ）及び（ｂ）の条件を

満たした場合に、実地研修の修了を認める。 

（ａ）当該実地研修の実施において、最終的な累積成功率が 70％以上であること。 

（ｂ）当該実地研修の最終３回の実施において不成功が１回もないこと。 

なお、胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下及び半固形栄養剤）の実地研修において

は、滴下及び半固形栄養剤のそれぞれについて評価判定を行い、各々が（a）及び（b）

の条件を満たした場合に、実地研修の修了を認める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

実施

手順 
評価項目 

注入物（栄養剤（流動食）又は白湯） 

※ 該当する注入物に丸をつけてください。 

※ 白湯で行う場合は、栄養剤（流動食）と白湯を足して 20 回以上とし、そのう

ち半数以上は栄養剤（流動食）での研修とします。 

（略） 

 

 

評価項目：胃ろうによる経管栄養（半固形） 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

（略） 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
実
施
） 

９ 

経管栄養チューブに不

具合がないか確認し、

確実に接続する 

経管栄養チューブが、ねじれたり折れたりし

てないか、固定が外れていないかを確認して

いるか。 

外れないように接続できているか。 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
実
施
） 

 10 

半固形栄養剤のバッグ

ないしカテーテルチッ

プ型シリンジの内筒を

適切な圧で押しながら

注入する 

指示された注入速度を確認し、５分～15 分

程度で全量注入する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

（略） 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４(

実
施
） 

９ 

経管栄養チューブに不

具合がないか確認し、

確実に接続する 

破損、抜けがないか。 

胃ろうから出ているチューブの長さに注意し

ているか。 

つないだのが胃ろうチューブであることを確

認したか。 

圧をかけたとき、液がもれたり、シリンジが

抜けたりすることがあるので、接続部位を把

持しているか。(タオルなどで把持するとよ

い) 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
実
施
） 

 10 

半固形栄養剤のバッグ

ないしカテーテルチッ

プ型シリンジの内筒を

適切な圧で押しながら

注入する 

５分～15 分程度で全量注入する（250cc から

400cc くらい） 

本人にあった適切なスピードが良い。半固形

の栄養バッグ（市販）は手で丸めこみ最後は

ぞうきんを絞るように注入する 

（専用のスクイーザーや加圧バッグで注入し

ても良い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
実
施
） 

11 

注入直後の様子を観察

する 

胃ろう周辺やチューブの接続部位からか漏れ

ていないか。 

利用者の表情は苦しそうではないか。 

下痢、嘔吐、異常な発汗、顔面紅潮、めまい

などはないか。 

意識の変化はないか。息切れはないか。 

始めはゆっくり注入し、顔色や表情の変化が

ないかどうか確認し適切なスピードを保った

か。 

異常を発見した場合は研修講師に連絡し、対

応できているか。 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
実
施
） 

 13 

クレンメを閉め、経管

栄養チューブの接続を

外し、半坐位の状態を

保つ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４(

実
施
） 

11 

注入直後の様子を観察

する 

胃ろう周辺やチューブの接続部位からか漏れ

ていないか。 

利用者の表情は苦しそうではないか。 

下痢、嘔吐、異常な頻脈、異常な発汗、異常

な顔面紅潮、めまいなどはないか。 

意識の変化はないか。息切れはないか。 

始めはゆっくり注入し、顔色や表情の変化が

ないかどうか確認し適切なスピードを保った

か。 

異常を発見した場合は研修講師に連絡し、対

応できているか。 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
実
施
） 

 12 

クレンメを閉め、経管

栄養チューブの接続を

外し、半坐位の状態を

保つ 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 



 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
実
施
） 

12 

注入が終わったら、チ

ューブ内洗浄程度の白

湯をシリンジで流す。 

洗浄のための白湯の量は決められた量か。 

胃ろうがチューブ型の場合、栓をし、ボタン

型の場合、栓用接続チューブをはずし、栓を

したか。 

 

 

実施

手順 
評価項目 評価の視点 

Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ｐ
４
（
実
施
） 

13 

注入が終わったら、チ

ューブ内洗浄程度の白

湯をシリンジで流す。 

半固形栄養剤が液体になるほど加量に水分を

注入していないか 

チューブ先端の詰まりを防ぎ、細菌が繁殖し

ないように、圧をかけてフラッシュしたか。 

 

 


